
建
設
の
基
本
方
針
や
財
政
計
画

な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
新
市
建

設
計
画
」
を
作
成
し
ま
す
。

と
き
　
12
月
９
日
（
月
）
午
前

９
時
〜

と
こ
ろ
　
白
兎
会
館
２
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協
議
内
容
　
▽
合
併
の
方
式
に

つ
い
て
▽
合
併
の
期
日
に
つ
い

て
　
な
ど

※
合
併
協
議
会
は
公
開
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
町
村
合
併
推
進

チ
ー
ム
ま
で

問
い
合
わ
せ
先

企
画
課
市
町
村

合
併
推
進
チ
ー
ム
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合
併
協
議
会
は
、
合
併
に
関

す
る
あ
ら
ゆ
る
項
目
の
協
議
を

行
う
組
織
で
す
。
関
係
市
町
村

の
首
長
や
議
会
議
員
、
学
識
経

験
者
な
ど
で
構
成
さ
れ
、
合
併

の
方
式
な
ど
基
本
的
な
項
目
か

ら
、
各
種
事
務
事
業
な
ど
細
部

に
わ
た
る
項
目
ま
で
、
市
町
村

間
の
合
併
に
関
す
る
協
議
や
調

整
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
新
市

市町村合併
を考える

シリーズ

⑰

十
一
月
八
日
、
県
東
部
一
市
三

町
一
村
（
鳥
取
市
、
国
府
町
、
福

部
村
、
河
原
町
、
鹿
野
町
）
の
合

併
協
議
会
（
郡
単
位
）
の
設
置
が

そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。
今
回
は
、
合
併
協
議
会
の

役
割
と
主
な
協
定
項
目
、
そ
し
て

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
な
お
、
合
併
シ
リ
ー

ズ
は
今
回
で
終
了
し
ま
す
。
今
後

は
、
合
併
協
議
会
が
発
行
す
る

「
協
議
会
だ
よ
り
（
仮
称
）」
で
情

報
を
提
供
し
ま
す
。

合
併
協
議
会
の
役
割
と

主
な
協
定
項
目

最
終
回
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併
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す
る
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新
市
建
設
計
画
の
作
成 

第
　
１
　
回
　
合
　
併
　
協
　
議
　
会 

「

合

併

協

定

書

」

の

調

印

 

市

議

会

・

町

村

議

会

で

議

決

 

　　合併協定項目の協議 
【基本的な協定項目】 

１ 合併の方式 

２ 合併の期日 

３ 財産の取扱い 

 

【合併特例法に定める協定項目】 

４ 議会の議員の定数及び任期の 

　 取扱い 

５ 農業委員会の委員の定数及び

　 任期の取扱い 

６ 地方税の取扱い 

７ 一般職の職員の身分の取扱い 

【その他の協定項目】 

 ８ 特別職の職員の身分の取扱い 

 ９ 条例、規則等の取扱い 

10 事務組織及び機構の取扱い 

11 一部事務組合の取扱い 

12 公共的団体等の取扱い 

13 町、字の区域及び名称の取扱い 

14 慣行の取扱い 

15 使用料・手数料等の取扱い 

16 補助金・交付金等の取扱い 

17 各種事務事業の取扱い 

18 その他 

アンケート 
調　査 

協議会で 
計画（素案）の 
修正協議 

計画（素案）の 
県協議 協議会に 

協議結果 
の報告・ 
計画決定 

住民説明会 住民説明会 

協

議

予

備

期

間

 

計
画
（
素
案
）
を
協
議
会
に
提
出 

総
務
大
臣
　
協
議
・
回
答 

県
知
事
　
申
請
書
の
受
理 

県
議
会
の
議
決 

知
事
の
決
定
・
届
出 

合
併
の
効
力
発
生 

県
知
事
へ
申
請 

総
務
大
臣
　
受
理
・
告
示 

新

市

の

発

足

 

合
併
協
議
会
の
役
割

合併協定項目と協議スケジュール

第
二
回
合
併
協
議
会
の

開
催
に
つ
い
て

11月15日、用瀬町と佐治村の町村
長、助役、町村議会の議長が、市役所
を訪れ合併協議会への加入の要請を行
いました。これにより、鳥取市は6町
村（国府町、福部村、河原町、用瀬町、
佐治村、鹿野町）と、特例法期限内の
合併に向けて協議を進めて行くことに
なります。

新たに2町村が
合併協議会加入を要請

とっとり市報

鳥取市・河原町合併協議会に、 
用瀬町、佐治村から申し入れがありました。 

鳥取市・河原町合併協議会に、 
用瀬町、佐治村から申し入れがありました。 


